
JP 5179150 B2 2013.4.10

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　水添ウッドロジンまたは水添ガムロジンと、少なくとも１つのＣ２～Ｃ４脂肪族アルコ
ールまたは少なくとも１つのＣ２～Ｃ４脂肪族アルコールと少なくとも１つのＣ５～Ｃ７

炭化水素との混合物を含む溶媒とを含む、知覚過敏の予防もしくは軽減および／またはう
蝕発生の減少もしくは予防のための歯科用バーニッシュ。
【請求項２】
　前記ロジンが、部分水添または高度水添された、請求項１に記載のバーニッシュ。
【請求項３】
　前記水添ロジンが、部分的に重合されている、請求項１に記載のバーニッシュ。
【請求項４】
　前記水添ロジンが、部分的にまたは完全に中和されている、請求項１に記載のバーニッ
シュ。
【請求項５】
　前記溶媒が、アルコールとＣ５～Ｃ７炭化水素との共沸混合物または共沸様混合物を含
む、請求項１に記載のバーニッシュ。
【請求項６】
　前記溶媒が、エチルアルコールもしくはイソプロピルアルコールと、ｎ－ヘキサン、そ
の異性体もしくはこれらの混合物との共沸混合物または共沸様混合物を含む、請求項１に
記載のバーニッシュ。
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【請求項７】
　前記溶媒が、エチルアルコールまたはイソプロピルアルコールまたはこれらの混合物を
含む、請求項１に記載のバーニッシュ。
【請求項８】
　フッ化ナトリウム、フッ化カリウム、モノフルオロリン酸ナトリウム、フッ化第一スズ
、ヘキサフルオロケイ酸亜鉛、ヘキサフルオロケイ酸ナトリウムおよびヘキサフルオロケ
イ酸カリウムからなる群から選択されるフッ化物塩０．１重量％～１０重量％を含む、請
求項１に記載のバーニッシュ。
【請求項９】
　前記ロジン成分が、２５重量％～８５重量％の濃度で存在する、請求項１に記載のバー
ニッシュ。
【請求項１０】
　前記溶媒が、大気圧で１００℃未満の沸点を有する、請求項１に記載のバーニッシュ。
【請求項１１】
　着色剤またはオペーク剤をさらに含む、請求項１に記載のバーニッシュ。
【請求項１２】
　甘味料およびフレーバーなどの感覚増強剤をさらに含む、請求項１に記載のバーニッシ
ュ。
【請求項１３】
　無機充填剤および／または有機充填剤をさらに含む、請求項１に記載のバーニッシュ。
【請求項１４】
　前記無機充填剤がシリカである、請求項１３に記載のバーニッシュ。
【請求項１５】
　１重量％～２５重量％の別のタイプの天然樹脂または合成樹脂をさらに含む、請求項１
に記載のバーニッシュ。
【請求項１６】
　前記天然樹脂が、コロホニー、コーパルおよび／またはクマロンタイプのロジンである
、請求項１５に記載のバーニッシュ。
【請求項１７】
　前記合成樹脂がポリアミドを含む、請求項１５に記載のバーニッシュ。
【請求項１８】
　前記ポリアミドが、脂肪族ジアミンと脂肪酸との反応生成物である、請求項１７に記載
のバーニッシュ。
【請求項１９】
　前記ロジンが、５０％～１００％水添されている、請求項１に記載のバーニッシュ。
【請求項２０】
　前記ロジンが、７５％～１００％水添されている、請求項１に記載のバーニッシュ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、歯科用バーニッシュに関し、より詳細には揮発性溶媒中の水添ロジンの溶液
を含む、知覚鈍麻および歯のフッ素処理バーニッシュに関する。
【背景技術】
【０００２】
　最も古いタイプの歯科用バーニッシュは、エチルエーテル中、塩素化炭化水素中および
、後にはアルコール中に、化石化した植物由来材料であるコーパルタイプのロジンの溶液
を含んでいた。このようなバーニッシュは、アマルガムまたはリン酸タイプの修復材の装
着前に、ほとんど例外なく露出した象牙質のコーティングとして使用されていた。それら
は、新規な樹脂をベースとした修復材の下における使用には適さなかった。なぜなら、コ
ーパルは重合過程の阻害剤として作用し、修復材料の硬化と結果的に修復材の質に悪影響
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を及ぼすためである。材料の不完全な硬化はまた、術後の不快感を生じる可能性もあり、
さらに歯髄に重大な損傷を及ぼしかねない。コーパルバーニッシュは、新規な修復材の辺
縁漏洩を防ぐ点において一般に優れているが、歯のフッ素処理といった便宜を提供しなか
ったため、二次う蝕に対する望ましい追加的な保護手段を提供しなかった。
【０００３】
　コーパルタイプの樹脂をベースとしたバーニッシュに、合成ポリマー、主としてポリア
ミドタイプのポリマーをベースとしたバーニッシュが続いた。このようなバーニッシュの
例は、特許文献１に記載されている。合成バーニッシュは、樹脂をベースとした修復材料
の重合過程を阻害しなかった。したがって、このようなバーニッシュは、すべての公知の
タイプの修復材の下で使用するのに適切であった。それらは低比重および低粘度であるた
め、懸濁液中にフッ化物塩を保持することができなかった。したがって、それらの役割は
象牙質細管を閉鎖することに限られ、潜在的に傷を受けやすい歯の表面をフッ素処理する
といった便宜をもたらさなかった。
【０００４】
歯科用バーニッシュのより新しいタイプは、フィルム形成剤（天然または合成樹脂）に加
え、治療剤を含む配合物を包含することで、歯の化学的性質に望ましい変化をもたらし、
知覚過敏を軽減し、歯科材料との接触に起因する組織への刺激または損傷を防止する。
【特許文献１】米国特許第４，３９６，３７８号
【特許文献２】米国特許第２，４０７，２４８号
【特許文献３】米国特許第４，３０８，０６２号
【特許文献４】米国特許第４，７４８，１９８号
【特許文献５】米国特許第５，２１３，６１５号
【特許文献６】米国特許第５，３３０，７４６号
【特許文献７】米国特許第５，５５８，７０１号
【特許文献８】米国特許第５，７０８，０５２号
【特許文献９】米国特許出願公開第２００６／０００４１２０号
【特許文献１０】米国特許出願公開第２００７／０１０５９７５号
【特許文献１１】ＤＥ１９７２２５９６
【特許文献１２】特開２００１－２８８０２５
【特許文献１３】米国特許第２，６３０，３９７号
【特許文献１４】米国特許第２，７８８，２８７号
【特許文献１５】米国特許第３，０８１，２２７号
【特許文献１６】米国特許第３，０８７，９０４号
【特許文献１７】米国特許第３，２６６，１４７号
【特許文献１８】米国特許第３，４６９，３１７号
【特許文献１９】米国特許第３，８６８，４４７号
【特許文献２０】米国特許第４，２４０，８３２号
【特許文献２１】米国特許第４，３９６，３７８号
【非特許文献１】Ｅｎｃｙｃｌｏｐｅｄｉａ　ｏｆ　Ｐｏｌｙｍｅｒｉｃ　Ｓｃｉｅｎｃ
ｅ　ａｎｄ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ，Ｖｏｌ．１０，１９６９，ｐｐ．５９７－６１５．
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　現在の歯科用バーニッシュにおける治療添加剤で最も一般的なものは、フッ化物塩、特
にフッ化ナトリウムである。最も一般的なフッ化物を含む歯科用バーニッシュは、フィル
ム形成剤としてコロホニータイプのロジンを、媒質／溶媒としてエチルアルコールを、そ
して主なもしくは唯一の治療剤としてフッ化ナトリウムを含むものである。コロホニーは
、木に由来する天然物であるため、その特性はロットごとに異なることが多い。その違い
には、バーニッシュの性能や見た目の美しさに関連した性質が含まれる場合が多く、口腔
組織を刺激する可能性にも影響を与え得る。望ましいバーニッシュの稠度は、塗膜を適切
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な膜厚に仕上げ、取扱いを容易にし、とりわけ配合物中のフッ化物塩と他の分散した構成
成分が沈降するのを防ぐために重要である。このようなバーニッシュの公知の不都合な点
には、遅い硬化をもたらす遅い溶媒の放出、見た目の悪さ、および不快な味が含まれる。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　　　　　　　　　　　　　　　発明の要約
　一実施形態によれば、知覚過敏を予防もしくは軽減し、う蝕発生を減少させるための歯
科用バーニッシュを提供する。このバーニッシュは、フィルム形成樹脂および溶媒を含み
、この溶媒は、１つまたは複数のＣ２～Ｃ４脂肪族アルコール、あるいは１つまたは複数
のＣ５～Ｃ７炭化水素、あるいはこれらの混合物を含むことが好ましい。このフィルム形
成樹脂は、水添ロジン、部分的に重合された水添ロジン、中和されたまたは部分的に中和
された水添ロジン、あるいはこれらの組合せを含む。一実施形態では、溶媒は、この溶媒
の、好ましくはエチルアルコールおよびｎ－ヘキサンの共沸混合物または共沸様混合物を
含む。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００７】
　　　　　　　　　　　好ましい実施形態の詳細な説明
　本明細書において開示されるのは、従来技術のバーニッシュの利点および機能を保持す
る一方で、それらの問題とされる特性、特に見た目、味および生体適合性（口腔組織への
刺激の減少または欠如）を好ましくはさらに高める、新規なタイプの歯科用バーニッシュ
である。
【０００８】
　植物由来の生成物であるロジンは有機酸を含み、そのカルボキシル基が口腔組織への刺
激をもたらし得る。また、コロホニータイプなどの未変性ロジンは、まれに皮膚過敏性を
もたらし得ることが見いだされた。特に歯科用途において、未変性ロジンを使用する他の
マイナスの側面としては、その不快な味、見た目が悪い色、低く、一定でないことが多い
軟化点、不溶性不純物の存在、および遅い溶媒の放出が挙げられる。このような欠点は、
劣ったまたは妥協した最終製品の性能および使用者の許容性の一因となっている。
【０００９】
　本明細書において開示される歯科用バーニッシュは、重合されていない水添ロジン、ま
たは重合された水添ロジンを使用する。ロジンの中和または部分的中和は任意選択である
が、ある種のロジンにとっては望ましい。
【００１０】
　部分的にまたは完全に中和されたものを含めた水添ロジンおよびそれらのポリマーは、
目に見える不純物なしで、均一で明るい色の商業用形態で入手可能であり、硬化後は歯の
上で事実上目に見えないバーニッシュの配合を可能にする。好ましい実施形態によるバー
ニッシュに用いられる水添ロジンは、本来存在した不飽和結合の５０％～１００％が水添
によって除去されたものであり、この割合には、約５０％～７４％（部分水添とも称され
る）および７５％～１００％（高度水添とも称される）が含まれる。好ましいバーニッシ
ュは、少なくとも約２０重量％のロジンを含み、これには約３０％、約３５％、約４０％
、約４５％、約５０％、約５５％、約６０％、約６５％、約７０％および約７５％が含ま
れ、ならびにこれらの列挙した百分率の間の百分率も含まれ、ならびに例えば約３０～７
０％といった列挙した百分率で両端を挟まれた範囲も含まれる。一実施形態では、樹脂混
合物には、これらに限定されないが、コロホニー、クマロン、コーパル、およびポリアミ
ド樹脂が含まれる１つまたは複数の他の天然樹脂または人工樹脂が挙げられる。このよう
な他の樹脂は、約１～２０％で存在することが好ましく、これには約５％、約１０％およ
び約１５％が含まれ、これにはこれらの列挙した百分率の間の百分率が含まれ、ならびに
列挙した百分率に両端を挟まれた範囲が含まれる。好ましいポリアミドには、脂肪族ジア
ミンを含めたジアミンと脂肪酸との反応生成物であるものが挙げられる。
【００１１】
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　特定の好ましい実施形態では、最良のまたは最良に近い稠度を特徴とするバーニッシュ
中のこのようなフィルム形成剤の濃度は非常に高く、５０～７５重量％の範囲であり、こ
れによって都合のよい稠度をもたらし、それは速い溶媒の放出によってさらに促進される
。バーニッシュの良好な機械的特性によって、従来のコロホニータイプの配合物と比較し
た場合、フッ化物の放出時間の延長を可能にし、したがって歯のフッ素処理剤および知覚
鈍麻剤としての有効性を向上させる。
【００１２】
　特定の好ましい実施形態では、バーニッシュの溶媒成分は、１つ以上のアルコールおよ
び／あるいは１つ以上の炭化水素を含む。いくつかの実施形態では、この溶媒は、共沸比
率のまたは共沸比率に近いアルコールと炭化水素との混合物を含み、それだけに限らない
が、７６０ｍｍＨｇで５８．７℃の沸点を有する、エチルアルコール（２１重量％）とｎ
－ヘキサン（７９重量％）との混合物；７６０ｍｍＨｇで６２．７℃の沸点を有する、イ
ソプロピルアルコール（２３重量％）とｎ－ヘキサン（７７重量％）との混合物；および
７６０ｍｍＨｇで７８．３℃の沸点を有する純粋なエチルアルコールが挙げられる。この
ような混合物中の水添ロジンの溶液は、硬化が早く、刺激が少ないまたは刺激がないバー
ニッシュを可能にする。上記で述べた相対的重さは、共沸混合物にのみ関し、バーニッシ
ュ配合物中のアルコールおよび／または炭化水素の絶対量もしくは相対量を制限すること
は意図していない。バーニッシュ配合物には、個々の溶媒（例えば、エチルアルコールの
み）またはアルコールの混合物、個々の炭化水素またはこれらの混合物、あるいはアルコ
ールと炭化水素との混合物が挙げられ得る。
【００１３】
　好ましいアルコールには、Ｃ３アルコールを含めたＣ２～Ｃ４アルコールが挙げられ、
前記アルコールは線状、枝分かれおよび／または環状でもよい。好ましいアルコールには
、エチルアルコール、プロピルアルコール（その異性体、ｎ－プロピルアルコールおよび
イソプロピルアルコールを含む）、ブチルアルコール（その異性体、すなわちｎ－ブチル
アルコール、ｓｅｃ－ブチルアルコール、ｉｓｏ－ブチルアルコール、およびｔ－ブチル
アルコールを含む）、およびこれらのブレンドが挙げられる。Ｃ２～Ｃ４の範囲外のアル
コールの使用も意図している。好ましい炭化水素には、Ｃ６炭化水素化合物を含めたＣ５

～Ｃ７炭化水素が挙げられ、前記炭化水素は、線状、枝分かれおよび／または環状でもよ
く、アルカンおよび／またはアルケンでもよい。炭化水素成分は、単一の炭化水素または
２つ以上の炭化水素のブレンドを含み得る。特定の好ましい炭化水素としては、イソペン
タン、ｎ－ペンタン、ｎ－ヘキサン、イソヘキサン、シクロヘキセン、シクロヘキサン、
メチルシクロペンタン、ｎ－ヘプタン、メチルシクロヘキサン、２，５－ジメチルヘキサ
ン、シクロヘキセン、メチルシクロヘキセン、１－ヘプテン、およびこれらの混合物が挙
げられる。Ｃ５～Ｃ７の範囲外の炭化水素の使用も意図している。
【００１４】
　好ましい実施形態では、バーニッシュは、少なくとも約１５重量％の溶媒を含み、これ
には約１８％、約１９％、約２０％、約２１％、約２２％、約２３％、約２４％、約２５
％、約３０％、および約３５％が含まれ、ならびにこれらの列挙した百分率の間の百分率
、ならびに列挙した百分率で両端を挟まれた範囲も含まれる。好ましい実施形態では、こ
のバーニッシュは、少なくとも約４重量％のアルコール成分を含み、これには約５％、約
６％、約７％、約８％、約９％、約１０％、約１１％、約１２％、約１３％、および約１
４％が含まれ、ならびにこれらの列挙した百分率の間の百分率、ならびに列挙した百分率
で両端を挟まれた範囲も含まれる。好ましい実施形態では、このバーニッシュは、少なく
とも約１０重量％の炭化水素成分を含み、これには約１１％、約１２％、約１３％、約１
４％、約１５％、約１６％、約１７％、約１８％、約１９％、および約２０％が含まれ、
ならびにこれらの列挙した百分率の間の百分率、ならびに列挙した百分率で両端を挟まれ
た範囲も含まれる。本発明の特定の実施形態では、列挙した好ましい濃度よりも高い濃度
および低い濃度で存在する成分が含まれ得る。
【００１５】
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　好ましいフッ素処理剤には、フッ化ナトリウム、フッ化第一スズ、モノフルオロリン酸
ナトリウム、ヘキサフルオロケイ酸亜鉛、およびヘキサフルオロケイ酸ナトリウムが挙げ
られる。フッ素処理剤が存在する場合は、約０．１～１０重量％のフッ素処理剤が存在す
ることが好ましく、これには少なくとも約１％、約２％、約２．５％、約３％、約３．５
％、約４％、約４．５％、約５％、約５．５％、および約６％が含まれ、ならびにこれら
の列挙した濃度の間の百分率、ならびに約２．５％～６％および約３～５％などの、列挙
した百分率で両端を挟まれた範囲も含まれる。
【００１６】
　このバーニッシュ配合物は、下記の１つまたは複数を必要に応じて含む：キシリトール
、ソルビトール、アスパルテーム、サッカリンナトリウム、およびこれらの混合物などの
甘味料；これらだけに限らないが、ペパーミント、スイカ、ウインターグリーン、スペア
ミント、チェリー、クエン酸、オレンジ、イチゴ、バニラ、ココナッツ、バブルガムフレ
ーバー、およびこれらの混合物を含めた香味料；着色剤；ならびに有機および／もしくは
無機の充填剤または増粘剤。甘味料が存在する場合は、その濃度は約０．５～３重量％で
あることが好ましく、これには約１重量％、１．５重量％、２重量％、および２．５重量
％、またはバーニッシュの口当たりのよさを向上させるのに十分な他の量が含まれる。香
味料が存在する場合は、それらが約１～４重量％で存在することが好ましく、これには約
２％および約２．５％およびその間の値を含めた、約１．５～３％が含まれる。シリカな
どの充填剤または増粘剤が存在する場合は、約２～１０重量％で存在することが好ましく
、これには約３～６重量％が含まれる。
【００１７】
　本明細書に記載するバーニッシュは、当業者によく理解されているように、適切なアプ
リケーター、好ましくはブラシを用いて歯に塗布され得る。歯をシールするためにバーニ
ッシュを使用する方法には、バーニッシュを歯に塗布し、溶媒を蒸発させて、処理される
表面に接着するフィルムを残す方法が含まれる。
【００１８】
　本発明を実施例中でさらに説明する。これは単に例示目的のためであり、特許請求の範
囲に記載された範囲の制限を意図するものではない。特に断りのない限り、下記および本
明細書の全ての場所に記載された百分率は重量による。
【実施例】
【００１９】
実施例１
　バーニッシュ配合物は、
【００２０】
【表１】

からなった。
【００２１】
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　この配合物は、懸濁液中でフッ化ナトリウムおよびキシリトールを保持する適切な稠度
を示した。遠心処理または高めの温度での長時間の保管によって沈殿させた後、穏やかに
攪拌することによって均一な懸濁液が容易に回復した。３７℃での硬化時間は、約６分で
あった。色および透光性は良好であると判断された。
実施例２
　バーニッシュ配合物は、
【００２２】
【表２】

からなった。
【００２３】
　この配合物は、懸濁液中でフッ化ナトリウムおよびキシリトールを保持する適切な稠度
を示した。遠心処理または高温での長時間の保管によって沈殿させた後、穏やかに攪拌す
ることによって均一な懸濁液が容易に回復した。３７℃での硬化時間は、約５分であった
。色および透光性は良好であると判断された。
実施例３
　バーニッシュ配合物は、
【００２４】

【表３】

からなった。
【００２５】
　この配合物は、懸濁液中でフッ化ナトリウムおよびキシリトールを保持する適切な稠度
を示した。遠心処理または高温での長時間の保管によって沈殿させた後、穏やかに攪拌す
ることによって均一な懸濁液が容易に回復した。３７℃での硬化時間は、約８分であった
。色および透光性は良好であると判断された。
実施例４
　バーニッシュ配合物は、
【００２６】



(8) JP 5179150 B2 2013.4.10

10

20

30

40

【表４】

からなった。
【００２７】
　この配合物は、懸濁液中でフッ化ナトリウムおよびキシリトールを保持する適切な稠度
を示した。遠心処理または高温での長時間の保管によって沈殿させた後、穏やかに攪拌す
ることによって均一な懸濁液が容易に回復した。３７℃での硬化時間は、約９分であった
。色および透光性は良好であると判断された。
実施例５
　バーニッシュ配合物は、
【００２８】

【表５】

からなった。
【００２９】
　この配合物は、懸濁液中でフッ化ナトリウムおよびキシリトールを保持する適切な稠度
を示した。遠心処理または高温での長時間の保管によって沈殿させた後、穏やかに攪拌す
ることによって均一な懸濁液が容易に回復した。３７℃での硬化時間は、約５分であった
。色および透光性は良好であると判断された。
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